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�愛媛県告示第８８８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定

により、道前平野土地改良区の定款の変更を認可した。

平成１８年６月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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�愛媛県告示第８８９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定

により、新居浜市松神子土地改良区の定款の変更を認可した

。

平成１８年６月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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�愛媛県告示第８９０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定

により、一本松町土地改良区（新名称・一本松土地改良区）

の定款の変更を認可した。

平成１８年６月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第８８６号
次のとおり随意契約の相手方を決定した。

平成１８年６月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第８８７号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自立支援医療機関を指定した。

平成１８年６月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示

及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する

協定の適用を受けるものである。

随意契約に係る特定役務
の名称及び数量

契約に関する事務を
担当する機関の名称
及び所在地

随意契約の相手方
を決定した日

随意契約の相手方の氏
名及び住所

随意契約に係る
契約金額 随意契約にした理由

愛媛県旅費システム運用
・保守管理業務

愛媛県総務部新行政
推進局行政システム
改革課
愛媛県松山市一番町
四丁目４番地２

平成１８年４月１日
株式会社日本旅行
東京都港区新橋二丁目
２０番１５号新橋駅前ビル
１号館

１１，９０４，０００円
地方自治法施行令（昭和２２年政令
第１６号）第１６７条の２第１項第２
号の規定による。

名 称 所 在 地 開設者の住所及び氏名又は名称 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

さわい小児科医院 大洲市中村５３３番地の１ 大洲市中村５３３番地の１
澤井 稔 精神通院医療 平成１８年

６月１日

日本調剤平和通薬局 松山市平和通一丁目５番地１４Ｆ・フ
ォリスト１階

東京都中央区八重洲二丁目８番１号
日本調剤株式会社
代表取締役社長 三津原 博

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
６月１日

かしま薬局 松山市常竹甲３７８番地３
松山市居相三丁目２番６号
有限会社スマイル
代表取締役 大廣 茂代

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
６月１日

たちばな薬局石手店 松山市石手四丁目３番３号アイビー
コート石手１Ｆ

松山市石手四丁目３番３号
有限会社たちばな
代表取締役 西原進一郎

精神通院医療
（薬局）

平成１８年
６月１日

毎週（火・金）曜日発行 第１７６７号 平成１８年６月９日

平成１８年６月９日金曜日 第１７６７号
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古紙配合率100％再生紙を使用しています 

公 告

�愛媛県告示第８９１号
松山市久米地区土地改良区から認可申請のあった土地改良

事業（維持管理）の計画の変更は、適当と認められるので、

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第９項において

準用する同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書

類を縦覧に供する。

平成１８年６月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 松山市久米地区土地改良区土地改良事業（維持管理）

変更計画書の写し

� 松山市久米地区土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成１８年６月１４日から７月１１日まで

３ 縦覧場所

松山市役所
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�愛媛県告示第８９２号
次の保安林を解除予定保安林にしたから、森林法（昭和２６

年法律第２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成１８年６月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 解除予定保安林の所在場所

南宇和郡愛南町麦ヶ浦４２２の２

２ 保安林として指定された目的

魚つき

３ 解除の理由

道路用地とするため

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があ

ったので、同条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１８年６月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１８年５月２６日 特定非営利活動法人 石鎚 津 島 功 明 西条市神拝甲３２４番地２西条市
総合福祉センター内

この法人は、精神障害のある人に対して、
地域活動支援事業に関する事業を行い、精
神障害者の社会復帰、社会参加を推進する
とともに、広く市民の精神障害者に対する
理解を促進し、福祉の向上に寄与すること
を目的とする。

平成１８年６月９日 印刷
平成１８年６月９日 発行

購読料（送料共） １箇月１，７５０円５１６
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